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要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
（
人
工
的
な
方
法
に
よ
り
人
間
の
認
知
、
推
論
及
び
判
断
に
係
る
知
的
な
能
力
を
代

替
す
る
機
能
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
並
び
に
入
力
さ
れ
た
情
報
を
当
該
技
術
を
利
用
し
て
処
理
し
、
そ
の
結
果
を

出
力
す
る
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
技
術
を
い
う
。
）
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関

す
る
施
策
（
以
下
「
人
工
知
能
関
連
施
策
」
と
い
う
。
）
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
向

上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
基
本
理
念
と
し
て
、
研
究
開
発
を
行
う
能
力
の
保
持
、

国
際
競
争
力
の
向
上
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

二
、
国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
人
工
知
能
関
連
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
、
実
施
す
る
責
務
を
有
し
、
行
政

事
務
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る
た
め
、
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る
人
工
知
能
関
連
技
術
の
積
極
的
な
活
用
を
進
め
る
。

三
、
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特
性
を



二

生
か
し
た
自
主
的
な
施
策
の
策
定
及
び
実
施
の
責
務
を
有
す
る
。
ま
た
、
活
用
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
が

実
施
す
る
施
策
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
責
務
を
有
す
る
。
こ
の
ほ
か
、

研
究
開
発
機
関
の
責
務
等
、
国
民
の
責
務
を
定
め
る
。

四
、
国
は
、
基
本
的
施
策
と
し
て
、
研
究
開
発
の
推
進
、
施
設
及
び
設
備
等
の
整
備
及
び
共
用
の
促
進
、
研
究
開
発
及
び
活
用

の
適
正
性
の
確
保
、
人
材
の
確
保
、
教
育
の
振
興
、
情
報
収
集
及
び
調
査
研
究
等
の
実
施
、
国
際
協
力
の
推
進
等
を
行
う
。

五
、
政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
基
本
的
施
策
を
踏
ま
え
、
人
工
知
能
関
連
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
、
政
府

が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策
等
に
つ
い
て
人
工
知
能
基
本
計
画
を
定
め
る
。

六
、
人
工
知
能
関
連
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
を
置
き
、
本
部
長
は
、

内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

八
、
政
府
は
、
国
際
的
動
向
そ
の
他
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。


